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 第３章 建築物の耐震診断及び耐震改修の実施に関する目標          
 

１．基本方針 
 国は、住宅・特定建築物の耐震化について現状７５％（平成１７年時点）を平成２７年で

約９割にすることを目標として掲げています。また、耐震化に関する基本的な考え方として、

所有者等が自らの問題・地域の問題として意識をもって取り組むことが必要であり、国及び

地方公共団体は、これをできる限り支援する観点から環境整備を中心に施策を強力に推進す

べきとしています。 

 本県は、国の目標、やまと２１世紀ビジョン、奈良県地震防災対策アクションプログラム、

奈良県住生活基本計画を踏まえ、住宅（戸建て住宅、共同住宅等）、民間の特定建築物、公共

建築物（県有建築物、市町村有建築物）のそれぞれについて耐震化の現状を踏まえて目標を

設定し、目標達成のための施策を展開します。 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

非全壊 

全壊 

半減させる 

非全壊 

全壊 

耐震化 

建て替え 

従来の２～３倍のペース 

従来より増加 

【全建物】 【被害半減】 【被害半減の対応】

 10年後に死者数及び経済被害額を被害想定から半減させる 

住宅及び特定建築物の耐震化率 『現状:75%→平成 27年:９割』とする 

観点 

目標 

●建て替えを従来より増加 ●耐震改修ペースを従来の２～３倍で実施 対応 

耐震化率：75%→90% 

奈良県住生活基本計画 良好な居住環境の形成 
良質な住まいの形成 

安定した暮らしを守る住まいの形成 

耐震改修 
建て替え 

維持管理 

【計画への対応】

＜平成２７年＞  
（９年後の目標） 

やまと２１世紀  

ビジョン 

奈良県地震防災対策  

アクションプログラム 

 

大規模地震発

生時の想定人的

被害２００４年想

定の１／３ 

＜平成４７年＞  
（３０年後の目標）  

大規模地震発生時の想定人的被害
２００４年想定を 

今後１０年で半減 

耐震化率    
住宅・特定建築物 9 0％ 
公共建築物    9 0％以上 

奈良県地域防災計画  

耐震改修促進計画 

図 3-1 国の目標設定の考え方  

図 3-2 奈良県の考え方  
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２．耐震化の目標 
（１）住宅 

 本県では、住宅の平成２７年度における耐震化率９０％を目指します。 

 なお、この目標を達成するため様々な施策促進により、今後９年間で 17,600 戸の耐震改修、

建て替え等の耐震化を促進します。 
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＜目標＞  
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＜推計＞  

75％ 

施策により耐震化を 
促進する住宅戸数 

 17,600戸 

平成15年 
住宅・土地統
計調査結果よ
りの推計値 

72％ 

耐震診断結果
等を基に推計 

図 3-4 住宅の耐震化目標 

図 3-3 住宅の耐震化目標 

データの出典：住宅・土地統計調査より推計
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 戸建て住宅をみると、平成１７年の耐震化率は６６％で、耐震性の不十分と考えられるの 

  は 111,000 戸と推計されます。 

 現行の耐震化ペースでいくと、平成２７年度では耐震化率８１％になると推計されますが、

耐震性の不十分な住宅がまだ 64,200 戸あることになります。 

 県民の生命を守る観点から、これらの戸建て住宅の耐震化を促進することが重要であり、

重点的な施策展開を図ることとします。 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 昭和５５年以前に建築された戸建て住宅の建築時期別の推移は下図に示すとおり、平成１

７年に 132,200 戸あったものが、平成２７年度では建て替えや滅失等により 87,700 戸まで

減少すると推計されます。（過去の推移から 87,700 戸のうち 23,500 戸が改修により耐震化

されると推計されます。） 

 本県では、多数を占める昭和４６年～５５年に建築された戸建て住宅は耐震改修、昭和２

６年～４５年に建築された戸建て住宅は建て替えを主として、耐震化施策を推進することに

より、住宅の耐震化目標の達成に努めます。 

 また、町家等を代表とする昭和２５年以前に建築された古い住宅の耐震化手法については、

魅力ある地域づくりに貢献するための取り組みの中で耐震化を考えていきます。 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

図 3-6 戸建て住宅の建築時期別将来戸数 

図 3-5 戸建て住宅の耐震化目標  

データの出典：住宅・土地統計調査より推計

データの出典：住宅・土地統計調査より推計
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（２）民間特定建築物 
 地震による死者数及び経済被害額を半減させるためには、大きな減災効果が期待できる民

間の特定建築物の耐震化に取り組む必要があります。 

 民間特定建築物については、平成２７年度における耐震化率９０％を目指します。 

 民間の病院・学校等の公共的な建築物は、防災対策上重要な拠点であることから、耐震化

の促進に向け積極的に指導、助言します。 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

（３）公共建築物 

ａ）県が所有する建築物 
 県が所有する建築物については、平成２７年度における耐震化率９０％以上を目指し

ます。 
 このため県有建築物の耐震改修等整備プログラムを早期に定め、計画的に耐震化に取

り組みます。 

 耐震改修等整備プログラムは、各所管部局、所管課により、施設の将来計画（施設の

あり方、事業継続計画）や耐震診断・耐震改修の優先性を勘案し、それぞれが受け持つ

役割に応じた耐震性の確保を計画的に図るため策定します。 
なお、県外にある県有施設については、別途整理するものとします。 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

図 3-7 民間特定建築物の耐震化目標 
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ｂ）市町村が所有する建築物 
 市町村が所有する建築物の耐震化目標については、市町村が定める耐震改修促進計画の策

定をし、その計画の中で明らかにすることとします。 

 
３．目標達成状況の定期的検証の方針 

 計画策定後の実施状況を踏まえおおむね３年後に目標達成状況を検証します。 

 目標達成状況の検証については以下の方法が考えられます。 

 

●住宅の検証     ：平成 20 年住宅・土地統計調査の結果に基づき検証 
 

●県有建築物の検証  ：整備プログラムに基づき所管部局において検証 
 

●市町村有建築物の検証：市町村において策定される市町村耐震改修促進計画及び整備プロ

グラムの進捗状況について検証 
 

●民間特定建築物の検証：民間特定建築物台帳に基づき所有者に診断・改修状況の照会・                
指導・助言・指示、耐震改修計画認定等の台帳登録による検証 

各施設整備基本計画（あり方）   

各施設事業継続計画（ＢＣＰ）   

各耐震改修等整備プログラム    

耐震性能の有無   建物の耐震診断   

施設の耐震対策の実施    
（施設の補強等）   

【整備プログラムの内容】 
  

  
施設の役目、あり方を踏まえ、 

  
①事業継続計画（ＢＣＰ） 

  
（施設機能、統廃合、用途変更など 

  
  基本的事項を検討し、その結果に   
  基づき整備する）   
②特定建築物の位置づけ    
③優先順位の設定（リスク評価など）   
④施設の履歴（維持保全状況） 
⑤耐震診断と診断結果による補強計     
  画等（優先順位の見直し）   

図 3-8 整備プログラムの基本的な作成フロー（概略） 


